
北海道川上郡弟子屈町における森林環境譲与税の活用について 

■活用状況（全体像） 

                                         

区分 

令和元年度～ 

 令和５年度 
令和６年度 計 

令和６年度末 

時点の活用率 
未執行額の活用方針 

活用額（千円） 64,978 21,837 86,815 

86.11％ 
適切な森林管理を行うために、

間伐等の森林整備に活用 
譲与額（千円） 75,477 25,339 100,816 

 

■令和６年度の具体的な活用状況 

                                          

区分 

事業名 

事業費（千円） 

事業内容  うち 

森林環境譲与税 

普及啓発 植樹業務 1,859 1,859 町民植樹祭を開催し景観緑化の普及に努めた。 

普及啓発 育樹業務 185 185 
過去に町民植樹祭を実施した公園において「保育・

景観」の観点から【下刈】を実施した。 

普及啓発 木育体験教室等の開催業務 141 141 
町内の子供たちに森林体験並びに木材を使った木工

作などを経て木に触れてもらう体験教室を開催。 



普及啓発 木材利用促進事業 314 314 
子どもの生まれた家庭に対して道産材を使用したフ

ォトフレームと木製の椅子を贈呈。 

人材育成 旅費 293 293 
林務担当職員の造林事業における技術習得や現場で

の実務について専門知識を向上させる。 

森林整備 森林情報更新業務 224 224 
GIS システムの更新業務並びに北海道のクラウドシ

ステムの使用料。 

森林整備 森林整備計画等策定業務 1,617 1,617 

私有林における伐採等に関して伐採地の確認や、今

後行う予定の造林・保育等の森林整備についての助

言及び指導等の業務を一部委託。 

町有林管理等の業務を一部委託。 

森林整備 高性能林業機器 299 299 
造林事業を行うにあたり測量等行うための高性能

GPS 機器 

担い手確保 森林整備担い手対策推進業務 120 120 林業への就業を志す人への支援を実施する。 

私有林整備 弟子屈町私有林整備事業 2,331 2,331 
私有林における伐採跡地への造林を推進するため、

植栽後の保育事業までの支援を実施した。 

木造公共建築

物の整備等 
木柵改修工事 11,220 11,220 

９００草原パークゴルフ場で老朽化した木柵を道産

木材で改修する。（令和８年度完了） 

木造公共建築

物の整備等 
保育園木製遊具設置業務 3,234 3,234 

令和６年完成の町立保育園屋外木製遊具を設置し

た。 

合 計  21,837 21,837  

 



■今後の実施計画 

 ①森林経営計画に基づく間伐等を実施した場合に標準経費の 68％もしくは 72％を補助する。 

 ②私有林整備事業として下刈等を行った個人に対し、２６％もしくは２２％を補助する。 

 

■令和６年度の事業実施状況 

  

木育体験教室の様子                   川湯保育園の木製遊具 


